
 京都市交通局職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程の一部を改正する

規程を公布する。 

  平成２８年１２月２８日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 山本 耕治   

京都市交通局管理規程第２号 

   京都市交通局職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程の一部を改正 

   する規程 

 京都市交通局職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程の一部を次のよう

に改正する。 

第９条中「介護休暇」の右に「，介護時間」を加える。 

第１１条第１項第４号中「親族（」の右に「民法第８１７条の２第１項の規定

により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立につ

いて家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって当該職員が現に監護するもの，児童福祉法第２７

条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１項に規定する里親である職員

に委託されている児童のうち当該職員が養子縁組によって養親となることを希

望している者及び同法第６条の４第２項に規定する養育里親である職員（同法

第２７条第４項の規定により，同法第６条の４第１項に規定する里親であって

養子縁組によって養親となることを希望している者として児童を委託すること

ができない職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託されて

いる当該児童を含み，」を加える。 

第１２条第１項中「，１親等の親族」を削り，「同居している２親等」を「２

親等以内」に改め，「以下」の右に「これらを」を，「もの」の右に「（以下「要

介護者」という。）」を，「おいては」の右に「，管理者の承認を得て」を加え，

同条第２項中「親族」を「要介護者」に，「前項に規定する介護」を「当該介護」

に改め，「ごとに」の右に「，職員の申出に基づき，３回を超えず，かつ，合算

して９３日を超えない範囲内で管理者が指定する期間（以下「指定期間」とい

う。）内において，必要と認められる期間を」を加え，「とし，その期間は，連続

する３月の期間内において必要と認められる期間」を削り，同条第３項中「前２



項」を「第１項及び第２項」に改め，同項を同条第８項とし，第２項の次に次の

５項を加える。 

３ 前項に規定する職員の申出は，同項に規定する指定期間（以下「指定期間」

という。）の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして，管理者に

対して行わなければならない。 

４ 管理者は，前項の規定による指定期間の指定の申出があったときは，当該

申出に係る期間の初日から末日までの期間（第７項において「申出の期間」

という。）の指定期間を指定するものとする。 

５ 職員は，第３項の規定による申出に基づき前項若しくは第７項の規定に

より指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しく

はこの項の規定による申出（短縮の指定の申出に限る。）に基づき次項若し

くは第７項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申

し出ることができる。この場合においては，改めて指定期間の指定を希望す

る期間の末日を明らかにして，管理者に対して申し出なければならない。 

６ 管理者は，職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の

申出があったときは，第４項，この項又は次項の規定により指定された指定

期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するもの

とする。 

７ 第４項又は前項の規定にかかわらず，管理者は，それぞれ，申出の期間又

は第３項の規定による申出に基づき第４項若しくはこの項の規定により指

定された指定期間の末日の翌日から第５項の規定による指定期間の延長の

指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間（以下この項に

おいて「延長申出の期間」という。）の全部について第１２条第１項に規定

する介護休暇を承認することができないことが明らかであるときは，当該

期間を指定期間として指定しないものとし，申出の期間又は延長申出の期

間中の一部の日が同項に規定する介護休暇を承認することができないこと

が明らかな日であるときは，これらの期間から当該日を除いた期間につい

て指定期間を指定するものとする。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（介護時間） 



第１２条の２ 職員は，要介護者の介護をするため，１日の勤務時間の一部に

つき勤務しないことが相当であると認められる場合においては，管理者の

承認を得て，介護時間を受けることができる。 

２ 介護時間は，要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態

ごとに，連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間又は前条第８項

に規定する介護休暇の承認を得た期間と重複する期間を除く。）内において，

１日につき２時間を超えない範囲内で必要と認められる時間を受けること

ができるものとする。 

３ 介護時間の承認は，正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて，１日を通

じて２時間（地方公務員の育児休業等に関する法律第１９条第１項の規定

による部分休業を承認されている職員にあっては当該部分休業の承認を受

けて勤務しない時間，管理者が定める職員にあっては管理者が定める時間

をそれぞれ２時間から差し引いた時間）を超えない範囲内で１５分を単位

として行うものとする。 

４ 職員が介護時間の承認を受けて勤務しないときは，京都市交通局職員給

与規程第３２条の規定にかかわらず，その勤務しない１時間につき，同規程

第３１条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１１条関係） 

死亡した者 休暇日数 

配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。） 

７日 父母，配偶者の父母，子（第１１条第１項第４号におい

て３親等以内の親族に含むものとされる者を含む。以下

同じ。） 

祖父母，孫，兄弟姉妹 ３日 

子の配偶者，父母の配偶者，配偶者の子 

３日 

（同居していた場合

は，７日） 

おじ，おば，おい，めい，おじ又はおばの配偶者 １日 

配偶者の祖父母，祖父母の配偶者，配偶者の兄弟姉妹，

兄弟姉妹の配偶者 

１日 

（同居していた場合

は，３日） 



   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，平成２９年１月１日から施行する。ただし，附則第８項の規定

は，公布の日から施行する。 

（介護休暇に関する経過措置） 

２ この規定による改正前の京都市交通局職員の勤務時間，休日，休暇等に関

する規程第１２条第１項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって，

この規定の施行の日（以下「施行日」という。）において当該介護休暇の初日

（以下単に「初日」という。）から起算して９３日を経過していないものの当

該介護休暇に係るこの規程による改正後の京都市交通局職員の勤務時間，休

日，休暇等に関する規程第１２条第２項に規定する指定期間については，管

理者は，初日から当該職員による申出に基づく施行日以後の日（初日から起

算して９３日を経過する日までの日に限る。）までの期間を指定するものとす

る。 

３ 前項に規定する職員の申出は，指定期間の末日とすることを希望する日を

明らかにして，管理者に対して行わなければならない。 

４ 管理者は，前項の規定による指定期間の指定の申出があったときは，附則

第２項に規定する初日から当該申出に係る期間の末日までの期間の指定期間

を指定するものとする。 

５ 附則第２項に規定する職員（以下「職員」という。）は，附則第３項の規定

による申出に基づき前項若しくは附則第７項の規定により指定された指定期

間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申

出（短縮の指定の申出に限る。）に基づき次項若しくは附則第７項の規定によ

り指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。こ

の場合においては，改めて指定期間の末日とすることを希望する日を明らか

にして，管理者に対して申し出なければならない。 

６ 管理者は，職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申

出があったときは，初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指

定するものとする。 

７ 附則第４項又は前項の規定にかかわらず，管理者は，それぞれ，平成２９年



１月１日から附則第３項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを

希望する日までの期間（以下「施行日以後の申出の期間」という。）又は附則

第３項の規定による申出に基づき附則第４項若しくはこの項の規定により指

定された指定期間の末日の翌日から附則第５項の規定による指定期間の延長

の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間（以下「延長申

出の期間」という。）の全部について改正後の規程第１２条第１項に規定する

介護休暇を承認することができないことが明らかであるときは，当該期間を

指定期間として指定しないものとし，施行日以後の申出の期間又は延長申出

の期間中の一部の日が同項に規定する介護休暇を承認することができないこ

とが明らかな日であるときは，これらの期間から当該日を除いた期間につい

て指定期間を指定するものとする。 

８ 改正後の規程第１２条第３項の規定による申出及び附則第３項の規定によ

る申出並びに管理者が定める届出は，この規程の施行の日前においても行う

ことができる。 

（交通局企画総務部職員課） 

  


